
令 和 7 年 5 月 20 日
民生環境常任委員協議会

環境部廃棄物・リサイクル課

発生時間 発生場所 賠償額（円） 賠償内容 専決処分年月日

午前10時30分頃 大字新城字平岡 124,839円 車両修理費 令和7年5月12日

事故発生月日

令和7年2月20日

　市道「滝内孫内線」を走行中、すり鉢状の雪道で相手方車両（ごみ収集車）とすれ
違う際、市車両の後部右側と相手方車両の後部右側が接触し破損した事故である。
　令和７年５月１２日、損害賠償として市が相手方車両の修理費のうち上記金額を負
担することで和解し、同日付けで専決処分したものである。

概
要

専決処分の報告について

↑ 至青森市街地
青森県立つくしが丘病院

至岩渡

↓ 青森市清掃工場
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市車両

ピラーの凹み

相手方車両

チェーンカバーの破損

事故発生市道名：市道「滝内孫内線」

青森県立つくしが丘病院


